
山梨県・四川省友好県省締結 40周年記念事業渡航費補助金交付要綱 

 

（趣旨）  

第１条 知事は、山梨県と友好県省関係を結ぶ中国四川省と、民間での交流を

深め、互恵関係の構築を推進するため、山梨県・四川省友好県省締結 40周年

記念事業（以下「補助事業」という。）に参加する者の渡航に要する経費に対

し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山梨

県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号。）に規定するもののほ

か、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助金の交付対象等） 

第２条 補助金の交付対象者（以下「補助対象者」という。）、対象経費及び

金額は別表のとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第３条 申請者は、補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書

（様式第１号）を別に定める期日までに、知事に提出しなければならない。 

２ 前項の補助金交付申請にあたっては、補助金に係る消費税等仕入控除税額

（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭

和63年法律第108号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による地方

消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。

以下同じ。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時にお

いて、当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限り

でない。 

 

（補助金の交付決定） 

第４条 知事は、交付の申請があったときは、内容を審査の上、交付すべきも

のと認めたときはすみやかに、交付決定通知書（様式第２号）を補助事業者

に送付するものとする。 

２ 知事は、前項による交付の決定にあたっては、前条第２項により補助金に

係る消費税等仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについ

ては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税等仕入控除税額を減

額するものとする。 

３ 知事は、前条第２項のただし書による交付の申請がなされたものについて

は、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定におい

て減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 



（補助金の交付の条件） 

第５条 補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとす 

るときは、変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を提出し、知事

の承認を受けること。ただし、補助対象経費の各費目相互間において、い

ずれか低い額の２０％以内を増減させる場合又は補助事業の目的の達成

に支障をきたさない事業計画の細部の変更であって、交付決定を受けた補

助金の額の増額を伴わない場合は、この限りでない。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、変更（中止・廃止）

承認申請書を提出し、知事の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂 

行が困難となった場合においては、すみやかに知事に報告してその指示を

受けること。 

 

（状況報告） 

第６条 知事は、補助対象者に対し、必要に応じ、補助事業等の遂行状況を報

告させることがある。 

 

（実績報告書） 

第７条 補助対象者は、補助事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日

から起算して１箇月を経過した日又は交付決定をした年度の翌年度の４月１

０日のいずれか早い期日までに、実績報告書（様式第４号）を、次の各号に

掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

（１）補助対象経費の支払額がわかる書類の写し 

（２）その他知事が必要と認める書類 

２ 補助対象者は、前項の実績報告を行うにあたって、補助金に係る消費税等

仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報

告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第８条 知事は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査を行い、

その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定内容（第５条に基づ

く承認をした場合は、その承認した内容）及びこれに付した条件に適合する

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額の確定通知書（様

式第５号）により、補助対象者に通知するものとする。 

２ 知事は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既

にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金

の返還を命ずるものとする。 



３ 前項の補助金の返還期限は、別に定める日とし、期限内に納付がない場合

は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて、年10.95％の割

合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の交付方法） 

第９条 補助金は、精算払とする。 

２ 前項の規定に関わらず、知事は、補助事業の目的を達成するために特に必

要があると認めるときは、補助対象者に対し、概算払により交付することが

できる。 

３ 補助対象者は、概算払を受けようとするときは、概算払請求書（様式第６

号）を知事に提出しなければならない。 

 

（書類の保管） 

第10条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、当該補助事業終了の年度の翌年

度から起算して５年間、整理保管しておかなければならない。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第11条 補助対象者は、補助事業完了後、申告により、補助金に係る消費税等

仕入控除税額が確定した場合には、消費税額等の額の確定に伴う報告書（様

式第７号）により速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全額

又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、

知事が別に定めるものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和 7年 9月 9日から施行する。 

２ この要綱は、令和 8年 3月 31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱

に基づき交付決定された補助金については、この要綱の失効後も、なおその

効力を有する。 

 



別表 

 

補助区分 交付対象者 
補助対象経費 

補助金額 
経費区分 経費内容 

山梨県・四川省友

好県省 40 周年記

念事業渡航 

訪問団の一員

として、補助

事業に参加す

る団体又は個

人 

旅費 航空券代、燃油サーチ

ャージ等の諸費用等 

補助率：補助対象経費

の 1/2 以内 

上限額：一人当たり 5

万円 役務費 海外旅行保険料等 

その他 上記に掲げるものの

他、知事が必要と認め

る経費 

 

 


